
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
八
号

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則

大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
）
に
お
い
て
準
用
す
る

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
及
び
大
都

市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
）
に
お
い
て
準
用
す

る
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
大
都
市
地
域
に
お
け
る

特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
を
実
施
す
る
た
め
、
大
都

市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
投
票
用
紙
の
様
式
）

第
一
条
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票

に
用
い
る
投
票
用
紙
は
、
別
記
様
式
に
準
じ
て
調
製
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
字
投
票
で
あ
る
旨
の
表
示
）

第
二
条
　
大
都
市
地
域
に
お
け
る
特
別
区
の
設
置
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
二
号
。

以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九

号
）
第
三
十
九
条
第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
、
第

五
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
九
条
の
五
の
四
第
八
項

の
規
定
に
よ
る
点
字
投
票
で
あ
る
旨
の
表
示
は
、
公
職

選
挙
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
十
三

号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
投
票
用
封
筒
の
様
式
）

第
三
条
　
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選

挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
条
第
四

項
及
び
第
五
項
並
び
に
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

公
職
選
挙
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
投
票
用
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
八
条
の

規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
不
在
者
投
票
の
事
由
に
該
当
す
る
旨
の
宣
誓
書
の
様

式
）

第
四
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
宣
誓
書
は
、
公
職
選

挙
法
施
行
規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
在
者
投
票
用
封
筒
並
び
に
不
在
者
投
票
証
明
書
及

び
証
明
書
用
封
筒
の
様
式
）

第
五
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
用
封
筒
並
び
に
同
令
第
五
十

三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
証
明
書
及
び

こ
れ
を
入
れ
る
べ
き
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票
用
紙
及

び
投
票
用
封
筒
の
請
求
書
の
様
式
）

第
六
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書

は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
条
の
四
の
規
定
に
よ

る
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票
用
封
筒

の
様
式
）

第
七
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
九
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
用

封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
規
定

に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票

用
紙
及
び
投
票
用
封
筒
の
請
求
書
の
様
式
）

第
八
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
九
条
の
五
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
書
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の
三
の

規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
国
外
派
遣
隊
員
の
不
在
者
投
票
に
お
け
る
投
票

用
封
筒
の
様
式
）

第
九
条
　
令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
五
十
九
条
の
五
の
四
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
投

票
用
封
筒
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
条
の
五
の

四
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
投
票
録
、
開
票
録
、
選
挙
録
及
び
不
在
者
投
票
に
関

す
る
調
書
の
様
式
）

第
十
条
　
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選

挙
法
第
五
十
四
条
、
第
七
十
条
又
は
第
八
十
三
条
の
規

定
に
よ
る
投
票
録
、
開
票
録
又
は
選
挙
録
及
び
令
第
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
六
十
一

条
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
に
関
す
る
調
書
は
、
公

職
選
挙
法
施
行
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
様
式
に

準
じ
て
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
一
条
　
前
各
条
の
規
定
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投

票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
（
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で

の
規
定
を
除
く
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
三

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
記
様
式〇

注ち
ゆ
う

意い

一

特
別
区

と
く
べ
つ
く

の
設
置

せ
つ
ち

に
つ
い
て
賛
成

さ
ん
せ
い

の
人ひ

と

は
賛
成

さ
ん
せ
い

と
書か

き
、
反
対

は
ん
た
い

の
人ひ

と

は
反
対

は
ん
た
い

と
書か

く
こ
と
。

二

他ほ
か

の
こ
と
は
書か

か
な
い
こ
と
。

（
市
）（
区
）

町
（
村
）
選
挙

管
理
委
員
会
印

備

考
一

こ
の
様
式
は
、
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
は
、
折
り
た
た
ん
だ
場
合
に
お
い
て
な
る
べ
く
外
部
か
ら
文
字
を
透
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
紙

質
の
も
の
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

投
票
用
紙
に
押
す
べ
き
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
は
、
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
区
町
村
の
印
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
て
も
差
し
支
え
な
い
。

表
折
目

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
を
関
係
市
町

村
と
す
る
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の

投
票

折
目 裏

別
記
様
式

そ
の
一

〇
注ち

ゆ
う

意い

一

特
別
区

と
く
べ
つ
く

の
設
置

せ
つ
ち

に
つ
い
て
賛
成

さ
ん
せ
い

の
人ひ

と

は
賛
成
欄

さ
ん
せ
い
ら
ん

に
〇
を
、

反
対

は
ん
た
い

の
人ひ

と

は
反
対
欄

は
ん
た
い
ら
ん

に
〇
を
つ
け
る
こ
と
。

二

〇
の
ほ
か
は
何な

に

も
書か

か
な
い
こ
と
。

（
市
）（
区
）

町
（
村
）
選
挙

管
理
委
員
会
印

四

令
第
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交

付
す
る
投
票
用
紙
は
、
こ
の
様
式
及
び
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
様
式
に
準

じ
て
調
製
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
二備

考
一

こ
の
様
式
は
、
法
第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
市
区
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
に
準

ず
る
。

賛
さん

成
せい

反
はん

対
たい

表
折
目

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
を
関
係
市
町

村
と
す
る
特
別
区
の
設
置
に
つ
い
て
の

投
票

折
目 裏

1




